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参考資料２ 
 

 

 

【大阪府新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営等業務（大阪府 心斎橋接種センター） 

契約書抜粋】 

 

（個人情報の保護） 

第７条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例（平成８年大

阪府条例第２号）その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱

いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（別記）特記仕様書 

Ⅱ  個人情報取扱特記事項  

（基本的事項）  

第１  受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実

施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取

扱いを適正に行わなければならない。  

（責任体制の整備）  

第２  受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築

し、その体制を維持しなければならない。  

（作業責任者等の届出）  

第３  受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注

者に報告しなければならない。  

２  受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報

告しなければならない。  

３  作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者

を監督しなければならない。  

（秘密の保持）  

第４  受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に

知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同

様とする。  

（教育の実施）  

第５  受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特

記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な

履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければなら

ない。  

（再委託）  

第６  受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部

又は一部を第三者に委託してはならない。  

２  発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件

を付するものとする。  
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（派遣労働者等の利用時の措置）  

第７  受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労

働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を

遵守させなければならない。  

２  受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結

果について責任を負うものとする。  

（個人情報の適正管理）  

第８  受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅

失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講

じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のと

おり。  

（１）個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等

への記録  

（２）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での

個人情報の保管  

（３）個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札（氏名、会社名、

所属名、役職等を記したもの）の着用  

（４）定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止  

（５）個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の

保護措置  

（６）個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化  

（７）個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体

及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検  

（８）私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情

報を扱う作業の禁止  

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリ

ケーションのインストールの禁止  

（ 10）その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置  

（ 11）上記項目の従事者への周知  

（収集の制限）  

第９  受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、

事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わ

なければならない。  

（目的外利用・提供の禁止）  

第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関し

て知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の

承諾なしに第三者に提供してはならない。  

（複写、複製の禁止）  

第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行う

ために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は

複製してはならない。  
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（資料等の返還等）  

第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受

け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資

料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。  

（廃棄）  

第 13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有す

る必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければ

ならない。  

（調査及び報告）  

第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人

情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することがで

きる。  

２  受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなけれ

ばならない。  

（事故発生時における報告）  

第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあるこ

とを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとす

る。  

（契約の解除）  

第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この

契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。  

（損害賠償）  

第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発

注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。 

 

第６第２項関係  発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例  

（１）受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託

する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、

再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に

対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。  

（２）（１）の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順

守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結

果について責任を負うものとする。  

（３）受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、そ

の履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・

監督の状況を報告しなければならない。  

（４）（３）の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託され

た業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじ

め承諾させなければならない。  
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第８（１）関係  個人情報管理台帳（例）  

項目  内容  

受託業務名   

受領年月日   

大阪府庁担当部局・担当者名   

個人情報が記録されている媒体・数量 (例 ) 紙  ○○枚、ＦＤ○○枚  

主たる個人情報の種別  （例）申請者の氏名・住所・電話番号 

個人情報の保管場所  （例）○○室内鍵つきロッカー  

管理責任者名   

作業従事者名・所属部署   

作業場所   

作業場所からの持出しの有無  （「有」の場合、持出管理簿等を別途作成） 

複写の有無  （「有」の場合、複写管理簿等を別途作成） 

廃棄・返却年月日   

備考   

（注）受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。  

 


